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特集・子どもの幸せを考える

子どもの幸せをはかるために

家庭のあり方を考える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ　　　　　し　　　　　L，）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐　　治　　守

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本精神技術研究所長

お

夫

　今日家族についての考え方．兇方が急速に変わり

つつある．当然家族の中の子どもの位置づけ，子ど

もは家族の中でどのように見られているのかとい’〕

視点も異なってきている．

　最初に家族が問題にされてきた様相を簡単にふり

かえってみる．とはいってもそれは筆者の心理臨床

家としての限られた視点からであって．歴史的時代

的な変遷や文化的．仕会学的な広い視野からのもの

ではないことをお断りしておく．

　第二次大戦後まもなく、全世界的に戦争の傷手か

ら（戦勝国，戦敗国をとわず）、少しすつ回復して，

次の世代を育てる家族，さらに家族を含む地域社会

のあり方か，いろいろな学問領域で問題にされるよ

うになった．心理臨床の世界で最初問題になったテ

ーマは，「病気をつくる1病気の原因となる）母親，

ということであった．母原病という日本語は，その

考え庁への賛否は別とLて，二時流行語となった．

最初この言葉には．純粋に学問的な意味で，分裂病

のような精神病も．当時考えられかちであった．遺

伝的な疾患とばかりとはきめられ古家族の中での育

てられ方，特に母親との関係が病気をつくり出すこ

とに注目しなければならないという，重要な指摘が

こめられていた．いわゆる今日の，家族心理学、家

族精神医学、さらには実践的な「家族療法」の先駆

となった考え方であった．1最近のこの方面の考え方

はあとでふれることとする．1

　しかし、この「子どもを病気にする母親」という

考え方は，母親たちにとって，特に問題の子どもを

かかえる母親たちにとって，母親に悪い所かあるか

ら、さらに「悪い母親だから」子どもか精｝申的に．

さらには，身心ともに，病気の子どもを造りだすの

だという風にうけとられかちになってゆく．さらに

「家庭の事や育児は，母親にまかせておけばよいの

だ、自分は外で仕事をして家計を支えているのだか

ら」と考える父親たちに，絶好の責任のかれのU実

を与えることにもなった．カウンセリングや教育相

談の専門家と称する人たちも，暗々のうちに．ある

いは言菓に出して、「お母さんに問題かあるんですよ」

と，相談に訪れる母観たちに責任かあるのだと伝え

る基盤を準備していった．

　母親の情緒的不安定さ、母親としての未成熟さか，

子どもの発達を歪めるのだという，いわば常識的で

簡単な割り切った考えが・・…・今日でもそう考えるノ＼

たちが多いのだが……流行となった．母親たちも，
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まわりから非難される前に，予防線をはって、ある

いは心からその信じて，「私の育て方がわるかったと

思います．私は母親になる自信がなかったし．母親

失格で，子どもにわるいことをしてしまった」と言

うようになる．少年非行や虞犯少年が．崩壊家族，

特に母の愛が欠如している家族に生じるのだとする，

これは戦前からの考え方だが，一種の信仰めいた世

論もこの「母親非難の論理」のあとおしをしていた．

たしかに，幼児は母あるいは母代りの人なしには育

たないのだし，家族で子どもと一番接触が多いのは

母親なのが普通なので，このような考えが一般に受

け入れられる根拠は十分にある．過保護，過干渉，

無視，拒否，一貫しない感情的態度，などなど，一

見理屈が通っているかに見える心理学用語が，これ

らの「加害者」とみなされた母親にかぶせられる形

容詞となった．なによりも．問題の子どもを家族内

でいつも見ていて心配し、なんとかしたいと焦るの

も母親だし．どこかに子どもをつれて相談に行くの

も母親なので、家庭内のさまざまな人間関係の複雑

さや，問題の根の深さを十分検討する前に，目の前

にいる、混乱している母親を見て、専門家と称する

人たちが，このようなレッテルをはりたくなるのも，

自然といえば自然でもあった．事実母親たちは，あ

あしたらどうか、こうしたらどうかといろいろ迷い，

それこそ一貫した態度をとれなくなる状況におかれ

ているのである．問題をもつ子どもたちも，最も身

近にいる母親を当面の攻撃目標にし（攻撃すること

でしか母親に接近できないでいる歴史もあって）、そ

れを聞く側は，つい子どもの方に同調しやすくなる

のである．

世界の児竜と母性

　あとでまた，まとめて取りあげたいのだけttど、

「自分の問題の根源は母親だ」と、その考えに反援

は感じつつも思っている母親や周囲の家族の中で育

って，問題を今抱いている時になっても，そのよう

な思いの中にいる子ども自体，一体どんな気持ちで

いるだろうか？少なくとも幸せではないし……問題

をかかえているのだから幸せでないことは当然だけ

れど，問題を今特に感じていない（まわりも自分も）

時でも、どんな気持ちで生活しているだろうか．あ

とで取リあげる家族全体の問題とそれぞれのメンバ

ーが自覚できている場合も含めて，母親が歪んだ自

己卑下や，防衛的な罪悪感からでなしに、新らしく

自分のあり方を問い直すことは，家族全体にとって

も、子どもにとっても，とても大切な．より健康な

方向への第一歩であることは間違いない．ちょうど

それと正反対な，（繰り返すことになるが）防衛や抵

抗や罪悪感や，他のメンバーへの敵意や恨みをこめ

た自罰の気持ちは，家庭全体を暗く逼塞させるもの

になるにちがいない．子どもはこのような母．この

よう肴家庭の雰囲気モラルのもとで幸せでありう

るはずはないと断言できる．

　　　　　　　　　　＊

　母親だけに注目し、母親を悪の根源とする風潮は

一般に今日でも流布している誤った考え方であるが，

次に当然考えられる問題は，父親のことである．ア

メリカのイエール大学のリッツ（Lidz，　T）たちは，夫

と妻の関係，それに由来する，親と子どもの関係に

注目した．いわば不幸な夫婦関係にまきこまれてし

まっている子どもたちの姿に焦点をあてた．親と子

という世代（ジェネレーション）の間の境界があい
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まいになり，混乱している状態を問題にしたのであ

る．

　夫が極度に自分の力t権威を保持したがっていて、

妻の方も自分の無力さを補うために夫を自分の父親

のことく見たがリ．そのために夫としてよりは．自

分が全く子どものようにふるまう関係になってしま

う．その時子どもは母親としてみるよりは．自分た

ちと同じようにたよりない存在と感じてしまう．一

方で横暴な父親に対して全面的な信頼などもちえな

いので、母親に頼らざるをえない．このような状況

のもとでは，子どもはいわゆる安定や基本的信頼の

基礎として母親をみることができず．不安なままに

母のもとにいることになる．母親に対して時に男の

子は保護者としての異性，父親に屈従している母に

対する父親代りの存在としての自分を意識してしま

う場合さえある．逆の場合も生ずる．父親がいつま

でも成熟しない、子どもっぽい人であるとき、そし

て、この場合は母親が父親の役割を引き受けてしま

う，怖ろしいグレートマザー（C．G，　Jvngの用語）の

形をとることが多いのだが，娘が父親に結びつき，

父親に対して世代的境界をこえて，庇護者の立場に

知らず知らすの間に立ってしまう．当然母と娘は無

意識的にはげしい葛藤をもちつづけ，その結末は、

家族全体の崩壊にさえつながってしまう．

　グレートマザーという言葉は．母親のもつ．子ど

もに対する表と裏の作用をあらわしている．母親は

子どもを愛し育てるか．その時子どものもつ長所も

欠点もそのまま受け入れて全面的に許す広い包容性

をもつ点て，男性的な父性愛のもつ理否をはっきり

分けて、正義を主張する姿勢とはちかう．しかし一
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方で母親の愛は，子どもをいつまでも自分の庇護の

もとにおき自立していくことを抑制する拘束力をも

っている点で，愛情のもつ裏面性をみることができ

る．この母性のもつ肯定的，否定的の両面は，一般

的に、母親であることの必然性としてみられるもの

であるのだが、前述のように、夫との関係に問題を

もつ妻がその家庭における自らのあり方として、母

親のあり方としてさまざまの問題を示すことに注目

したい．同時に父親が父親らしくあり得ないことに

ついての示唆ともなる．

　一世代か二世代前には考えられなかったことが，

世代間の境界の混乱として生じている．父親の権威

の失墜，影のうすい父親の指摘も行われるようにな

って，とくに男の子にとっての男性性のモデルが家

庭の中で失なわれ，登校拒否とか家庭内暴力などの

原因ともなり，また逆に結果としての父親喪失を生

みだす．

　家族を見る第三の方向は，家族を全体として一つ

のホメオスタシス．一生体が自らバランスを保と

うとしているのと同様に一内的平衡状態にあるシ

ステムとして見る，比較的最近のアプローチである．

　アメリカの家族研究者であ1）、家族療法（ファミ

リー・セラピィ）の先駆者の一人でもある，ヴァー

ジニア・サテtアという人は，子どもを含めて、家

族のメンバーの誰かが示している問題や症状（前述

の登校拒否、暴力，他になんらかの神経症の精神病

の症状，アルコール中毒や麻薬依存などなど）は，

このシステムのバランスを維持するための，システ

ムにとって必要なものであるとのべている．症状や

問題行動は、家族の崩壊をふせぐために救助を求め



1

る信号であると同時に、事実その家族にとって意味

のある援助にすらなっている．

　たとえば，子どもの登校拒否は，今まで母親にす

べての家事や育児をまかせっきりにしていた父親に

対して、母親に子どもが成長してもはや自分一人で

対応できなくなリ，今までの父親のあり方に失望を

感じている時に生じることがある．子どもは両親の

問の不安定な状態，実際に生じる争いなどを見て，

その分離の予期に脅えている．情緒的な不安定が問

題行動をひきおこすと考えるのは常識なのだが、

この常識は，母親が不安定でいるから，そして父親

が家族の事を考えていないから，子どもが問題をお

こしているとする，今までの，母親や父親や夫婦が

悪いからだという．直接的に原因一結果を結びつ

けようという考え方である．それから，この常識の

もう一つの問題は，症状や問題行動を．その子ども

なら子どもの、個人内のシステムの問題と考えるこ

とにある．

　システムは，いろいろなレベルで考えることがで

き，一つの生活体（個人）もさまざまな部分から成

り立っているシステムなのだが，同じ考え方で，家

族はさまざまなメンバーから成り立っているシステ

ムでもある．身体や心の病気が、その個人の身心の

バランス，ホメオスタシスの混乱、異常からおきる

と考えるのが今までの見方であり，それはそれとし

て一つの理論である．だが，先程述べたように，子

どもの行動が家族の平衡を保つためのやむをえぬも

のであること．それがたしかに一方での個人および

他の家族の苦しみや不安を呼びおこしているにせよ，

他方では家族のバラバラな分裂を防ぐのに役立って

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児章と母性

いることを忘れてはならない．

　直接的な原因一結果の論理と異なって，ここで

は、循環的な関係性を重視することになる．子ども

を不安定にさせたのは，夫婦の問題であるし，同時

に子どもと父親，子どもと母親との関係である．一

度このような不安定さが三者の間ではじまると，そ

れはどれが原因．どれが結果ということはなく，す

べてが原因であり．すべてが結果となり，上昇ある

いは下降する螺旋のように見ることができる．だか

ら誰が悪い，誰が良いとかいうことはできなくなる．

　個人内のシステムではなく、家族という一つのシ

ステムの問題だとする見方は，この循環的思考の必

要性を強調するのみならず，その問題をもつ本人を

「病気」「病人」「問題の人」とみる見方を離れて，

家族全体が一つの病理をもっているシステムである

という見方を展開させる．そして問題をおこしてい

る人の，家族における存在の意味を見直すことを必

要にさせる．

　登校拒否をおこしている子どもをめぐって、父と

母は今までと少しでも違う考え方や行動を示すかも

しれない．母親はあきちめていた父親への会話を以

前よりも多くする．父親は少しでも子どもとの接触

をふやそうとして，意識的に日曜日のゴルフをやめ

る．父も母も，子どもと食卓を共にする機会をふや

そうとするだろう．このように症状や問題行動がメ

ンバーの一人にあらわれると，今までの平衡はくず

れると同時に，別の形での平衡があらわれる．それ

ゆえ，システムとしての家族は，平衡から変化へ，

そして変化することで別の平衡へと動く．

　家族全体への働きかけを，家族療法の形で行う時．
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以上のような視点でかかわるのだが．これを家族そ

のものの立場からみるとき、子どもにとって幸福な

家族とは何かを、同じような方向で見直す必要がで

てくる．

　大切なことは，子どものあり方を、良い子、悪い

子といった単純なレッテルを貼ることで片づけない

ことだ．あとでまた詳しく考えるが，ここで今まで

の常識的な見方を家族全体が忘れて，それを修正し，

家族全体が今の子どもの問題を引きおこしているこ

と，そのことによって家族の中の変化〔対人関係や

コミュニケーシ∋ンのあ1｝方の変化）が今求められ

ていることを実際に考え，行動に移すことが大切に

なる．もちろん．これは生易しいことではない．家

族はそれなりのバランスを保ってきたのだし．その

システム全体のバランスを崩すことが必要になる．

システム自体は変化を必要としているのだが，シス

テム内の個々のメンバー（家族の全員｝は，その変

化の必要性を認めること自体、不安定になることだ

し，なかなか認めがたいだろう．そしてたとえ，変

化の必要性を認めても，実際に行動に移すこと．今

までと違った行動をとることは，ほとんどできない

場合もでてくる．父親が仕事の多忙さに逃げこんで、

なかなか早く帰宅することをしない場合とか，母親

は今までと違って父親に援助を求めて働きかけるつ

もりでも，単に父を非難する口うるさい攻撃にばか

りなってしまい，今までと同じような夫婦の間の溝

を作るだけになってしまった1）する．それどころか，

かえって夫婦間の距離をひろげて．離婚といった結

果になってしまうかもしれない．もちろん，前述の

ことで分かるように．危機的場面が前面にでてくる

6

ことのメリ．ソトも考えねばならぬのだが，その代償

や犠牲かあまりにも大きいのは、実際には困ったこ

とでもあるのだから．

　　　　　　　　　　＊

　バートランフィというオーストリアの生物学者は，

自らの生物を解釈する立場を「一般システム理論」

と呼んだ．（ユ934年）

　生物〔人間を含む有機体）はすべて，相互に依存

しあい、交互作用をもつ，さまざまな小部分かち成

り立っていると考える．それぞれの生体は自己の内

部に，平衡を保つための自己調整の力をそなえてい

る．これが個々の生物が一つのシステムとして生

きている現実である．この個々の生物をとりまく，

環境も，それが物理的なものであれ，社会的なもの

であれ、また同種の生物であれ異質の生物であれ，

すべてシステムとして一上位のシステムとして一

機能L，その生物に働きかけると同時に、その生物

から働きかけられる．すなわち相互依存的で相互交

流的に動いてゆく．このような外側のより大きなシ

ステムは，エコ・システムと呼ばれるが．そのエコ・

システムは，さらによリ高次のシステムに取り入れ

られ、循環的な生態システムをつくっていると考え

られる．

　今まで述べてきたシステムとして家族を見る見方

は，このバートランフィの一般システム論の考えを

取り入れたものである．生物が自らの内部により小

さなシステムとしての部分（内臓器官，骨格などな

ど1をもっていて，それとの交互作用で生命を維持

しているように、家族もそのシステムを保っていく

ためには．家族の小部分システムである、家族メン
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返えしおきてきたことなのである．

　この母親の態度や息子への対応のしかた，息子の

反応のしかたは，同時に二つの全く相反する感情の

伝達がある．母親は息子に近づいてほしくないこと

を態度であらわしながら，もう一方で．近づいてこ

ない息子を非難している．息子にしてみると、近づ

こうとする態度は母親から拒否されることになるし，

近づかないでいることも，はっきり非難されること

になり，身動きできない中途半端な感情や態度を母

に向けざるをえなくなる．二重拘束説（ダプルパィ

ンドセオリー）というのは、同時に相反する二つの

メッセージが同時に与えられ，正・反二つのメッセ

ー ジのどちらに対しても反応できなくなる状態を指

す考え方である．反応できないままの息子も、母親

に近づきたい気持ちと，近づくことの怖れ（遠ざか

っていたい気持ち）を，やはり二重に母に伝えている．

　このような状態，コミュニケーションのあり方が

もし長期にわたって（特に子どもの乳幼時期から）

続いているとき，どんな事態が生じるだろうか．

　親から与えられるメ・ソセージは，言語レベルと実

際の行動で示されるもの〔言葉の奥にかくされたも

の）が矛盾しているので．親に対しての反応が素直

に自分の気持ちのままにはあらわせない．いつもど

ちらかの気持ちをかくしながら．上っ面の．ありき

たりの態度を保ち続けるしかなくなる．その結果，

家族の内に，心のこもった交流はなくなり．よそよ

そしい，一見無難なやりとりしか生じないことにな

る．一方でこうすべきだと言われなから、もう一方

でそうすべきでないと言われ，しかもその場から脱

することのできない状況なので．病気にでもなるし

8

か解決がないといえる．しかもこのようなメノセー

ジをおくる人は，自分に拒否的な態度があるなどと

は全く自覚していないし、むしろ過度にやさしく愛

情深いかのごとき態度をまして，相手をひきつけよ

うとさえする．

　前の例でお分かりのように，子どもは自分の感情

が分からなくなってしまう．もちろん相手の真の気

持ちは察してはならないわけで、相手の気持ちも分

からないまま．自分をおいておかねばならぬ．感情

のこもった深いレベルのコミュニケーションができ

るには，人は、自分および相手の気持ちを十分知っ

ている必要があるのだが、この二重拘束状況では、

それは全く不可能なことになってしまう．サルトル

の言葉をつかえぱ、「出口なし」であり，つけ加えれ

ば「入口も閉ざされて」いる．簡単にいえば、自分

が失なわれてしまい，混舌L困惑の中で立ち往生し

てしまうほかなくなってしまう．

　頬似の状況は、もっと日常的な場面で’、日常的な

言葉や行動で示される．日大グループの牧原浩氏は

次のような観察をしている．

　ふだんの生活では，おおむね患者（外来に通って

いる）一人が夕飯をつくり．（患者自身が最も援助を

必要とし，家族との交流が必要なのに｝外から帰っ

た家族は，帰ってくる順番にパラパラに食事をとる．

食べてしまえばそれぞれ自分の居場所にこもってし

まうことが多い．例えば父が夜おそく帰宅しても母

や姉は全く“われ関せず“で自室からでてこようと

しない．この場合はきまって患者が父のために味噌

汁を1暖めてやる．当然夕飯を囲んだ一家団らんとい

うことはますない．〔驚くことに．食堂には人数だけ
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特集・子どもの幸せを考える

児童福祉施設と現代社会

L㍑　　　　　た

柴　　田

仏教大学教授

且
善

い
守

　1．児童福祉の歴史的過程

　養護機能

　歴史的にみると．施設は収容施設，保育施設．児

童厚生施設の順序で発生する．それは杜会の近代化

と並行する．すなわち，前近代的な第一次的生産を

生活手段とするムラ社会から資本主義杜会の象徴で

ある都市社会への歴史的過程で児童福祉か成立する

ことをしめすのである．

　ムラ社会は長く定住する家系的家族によって構成

され．農業などの第一次産業を行い．ムラ全体の共岡

作業．また家族全貝の作業を前提として成立する仕

会てある．また各家族は相互に血絨関係をもち、相

ILの助け合いか行われる杜会である．このような集

団生活ては児童は家系の後継者であるとともに、ム

ラ社会の次代であり，重要な位置をしめるのである．

児童の養育は家族にとっても社会にとっても極めて

重要な行為のひとつであった．養育という行為は家

族の行為てあるとともにムラ社会の行為であった．

　しかし．産業革命を経て資本t三義社会か成、紘する

と、大都市か生まれ，ムラ社会の労働力は都市に集

中する．このノkUの移動はムラ社会にあった家系的

家族は核家族化し．家族の定住期間も拍リロ1となり、

相互扶助も喪失し，パラパラな小さな家族が狭い空

間に多数居住することになる．この歴史的な過程は

ムラ社会にはなかった自由な生活を個人にあたえた

が．一方において，個人の生活はその個人の努力と

責任を前提として成立するのである．19世紀のイキ

リスにおいても，明治，大正期のわが国においても．

自助の精神は昂揚された．ところが，資本主義社会

は個人の努力ではいかんともしかたい貧困を生み出

すのであり，ここに労働運動や社会主義運動が生れ

るのである．また国家がこれに対する対策を行い，

福祉国家が生れるという歴史的過程がある．

　この社会の近代化という流れのなかで児童福祉が

発生し発展する．前近代杜会ではみられなかった大

量の貧困者群の発生．家族の核家族化の進行のなか

で、家庭の崩壊による孤児，非行児か多く生まれる

のである．ムラ社会のもっていた集団的規制と相互

扶助を失った都市社会では必然であるといえよう．

初期の自由主義の時代は国家の機能としての対策は

なく、もっぱら民間の篤志家による社会福祉がこれ

に対応した．孤児院や感化院である．また社会のな

かの個人である市民がこれらを支えたのである．自

由社会における自由な市民の活動である．わか国で
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は石井十次の岡山孤児院や留岡幸助の家庭学校に代

表される数多くの収容施設が明治・大正期にはみら

れるが、これちの施設は一般市民の寄付金によって

運営されているのである．

　これらの施設は家庭で養育さるべき幼少期に家庭

を失ったり、家庭の養育機能が失くなった場合、そ

れに代るものであり，社会福祉の代替機能であると

考えられる．この代替機能は孤児院の場合は家庭に

代る他の家庭である里親制度の必要性がみとめられ，

養護施設と里親制度の二つの流れがつくられる．ま

た感化院の制度は教育機関として専門化し．司法制

度に組み入れられるかあるいは関連施設として位置

づけられるようになる．さらに精神薄弱児施設や肢

体不自由児施設・盲ろう児施設など治療・教育を目

的とする施設も発生するのである．これらの教育治

療を目的とする収容施設は施設が生活の場であるの

であり，家庭の代替として養護を前提としなければ

ならない．

　留岡幸助の「家庭学校」という名称を用い、　「家

庭にして学校・学校にして家庭」といい，施設の家

庭の代替であることを強調する．石井十次は岡山孤

児院の運営において小寮舎制度を採用し，「家族制

度」といい，また乳幼児には里親委託を行っている．

ともに収容施設における家庭的な状況をいかに表現

すべきかに努力しているのである．

　保育機能

　資本主義社会の成立とともに貧困家庭では婦人層

も労働に参加し，経営者も安価な婦人労働を採用す

る．このことはかつてのムラ社会における家族全員

の労働ではなく，パラパラの職場で働くのであり，

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

育児は放置されることになる．大都市のスラム地区

にはこのように放置された子どもたちが多くみられ

たのである．

　企業の経営者も婦人労働を吸収するために婦人労

働者の子弟を労働時間の間保育することが必要とな

り，ここに企業内保育所が生まれる．またスラム地

区には篤志家によって地域保育所が生まれる．

　明治末から大正・昭和初期は大都市を中心として

多くの保育所が発生するのであるが，前述の孤児院

の収容児たちにこれらのスラムの出身者が多いとい

う事実から保育事業を行うことによって婦人労働者

の家庭を保持しようとする試みである．石井十次の

岡山孤児院大阪分院の事業である愛染橋保育所はそ

の例であり、当時多く発生したセツルメントの保育

所はその一環である．

　保育所の発生は戦争とも関連する．日露戦争時の

保育所，第二次大戦中の戦時託児所はその例であり，

戦時中の生産を婦人層に期待するための政策である．

しかし、この戦時中の保育所は戦争が終ると消滅す

るか，その意味を変更する．特に第二次大戦中の戦

時託児所は敗戦後の混乱期の貧困母子対策として戦

後の保育所に連続する．

　児童福祉の戦後の特色のひとつは保育所の増加と

保育の意味の変化である．手元にある文書から養護

施設と保育所の数を比較してみると，養護施設が昭

和33年以来、その数も収容人もほとんど増加してい

ないのに比して．保育所はその数，収容人員ともほ

ぽ15倍となっている．敗戦後の混乱期貧困母子対策

であった保育所かこのように急激に増加してきたと

いうことは保育所の役割が変化してきたということ
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を意味するのである．

　第二次大戦後、いちはやく制定された児童福祉法
　　　　　　　の　　　タ　　　　　　　ら　　　．　　　．　　　’

では「保護者の労働または疾病等の事由でその監護

すべき乳児、幼児または（学童）の保育に欠けるとこ

ろがあると認めるときは」保育所入所の義務を市町

村長に課している（法24条）．昭和30年代には経済の

高度成長期と相侯って保育所の数は増加するのであ

るか，それとともに「保育に欠ける」ということば

の内容が問われてくる．38年厚生省は「保育所入所

措置基準」を設定して、「保育に欠ける場合」として

保護者の居宅外労働・居宅内労働，母親のいない家

庭・母の出産・疾病・災害・障害者の介護などをあ

げている．児童福祉法も措置規準にも貧困という文

字は見当らない．

　しかし，保育所の発生以来．わが国ですでに設置

されていた幼稚園は上層階層の子弟の就学前教育の

ための施設として位置づけられ．保育所は下層階層

の特に働かざるをえない母親の子弟の保護施設と考

養護施設数 保育所数

収容人員 収容人貝

L476ヵ所
昭和

麟 135503人

547ヵ所 9，350

騨
33，412八 652，351

530 12，732

砕 3L487 994．41（，

534
22，709

57年

31，315 L956、725
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えられてきた．戦後史も一般的な市民の感覚はこの

伝統を保ってきたと思われるのである．一方児童福

祉法56条により保育料を保護者の収入によって徴収

するのであ1）　．戦後の保育所はすでにいわゆる救貧

対策ではないのである．これが具体的になるのは経

済の高度成長期の30年代後半からであり、母親の就

労が「よりよい生活」のためであり，またそれが異

常でないと思われる時代となったということが背景

となっているのである．事実国階層の保育料を払っ

ている保護者が多いのである．

　健全育成機能

　すでにのべたように前近代のムラ社会では児童の

養育は家族の責任であり，またムラ社会全体が養育

に参加した．また家屋は広く、ゆたかな自然があっ

た．しかし近代社会の大都市は多数の核家族か狭い

空間にバラバラに生活している．質量ともに縮少し

た核家族に生まれた児童に対して国家はまず義務教

育制度を制定し，従来のムラや家族の行ってきた教

育機能を行うようになった．そして日常生活とくに

児童にとって必要な遊びの場を提供し指導する児童

厚生施設を設置することになった．

　「児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、

その健康を増進し，または情操をゆたかにすること

を目的とする施設ll（児童福祉法40条｝として児童厚

生施設を規定するのであるが、ここでは前述の収容

施設．保育所とは異なってすべての兇童を対象とし

ているのであり，地域社会を想定しているところに

特色がある．

2．社会福祉の機能と児童福祉



　私は社会福祉を「主体的な社会参加」ができない

か，あるいはその不安にある人ぴとへの援助行為で

あると規定している．いままで続けてきた生活がで

きないようになったとき，人はだれかに援助を求め

たいと思う．たとえば，失業とか重症の病気とかあ

るいは家族や職場における人間関係の不安などがあ

る場合，これにどのように対処したらよいかわから

ない状況にあるとき他の援助を求めるのである．

　現代の先進国ではこれらの人ぴとに対して医療制

度，社会保障制度を準備し，また家庭裁判所などの

施設を設けている．病気に対しては医療施設か、貧

困に対しては社会保障があり，離婚や財産相続の問

題に対しては家庭裁判所が解決してくれるはずであ

る．このような制度や施設を利用して問題を解決す

るのは「主体的な社会参加」である．病気になって

治ろうという意欲をもち，医療に参加するのは「主

体的な社会参加」であり，貧困におちいり社会保障

を利用するのも「主体的な社会参加」である．

　しかし，このような制度・施設を利用することが

できず，また利用はしても意識的，無意識的に他の

目的に利用しているという事例はしばしば報告され

るのである．たとえば，病気の原因が職場のストレ

スであったり、家庭の問題であったりして，その緊

張からの逃避であることが多いといわれる．また長

期の療養生活は社会への復帰である退院に不安を感

ヒさせることもあるという．これらは「主体的な社

会参加」ではなく，ここに社会福祉の援助が必要と

なってくる．社会福祉を専門とするソーシャル・ワ

ー カーの相談業務がこれである．

　しかし，　「主体的な杜会参加」を行おうとしても

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児鼠と母性

社会の仕組みや価値体系がこれを拒否する場合もし

ばしばみられる．たとえば障害者の場合である．障

害をもっているが職業としての技術をもって社会参

加をしようとしても職場に採用されないことも多い．

また精神病院や少年院などの退院者に対する社会の

眼は不信感をもっていることが多い．折角「主体的

な社会参加」を決意しても，社会の側がこれを拒否

して．結果的には、再発や再犯に至ることも少なく

ないのである．社会福祉は社会の側に働きかけ、こ

れらの人ぴとの受け入れに努力しなければならない．

これがノーマリゼーションといわれる社会福祉の機

能である．

　ノーマリゼーションというのは障害者福祉から生

まれたことばであり，障害者を隔離することではな

く一般社会のなかで他のいわゆる健全者と同様に社

会生活をし，社会参加をするのがあたりまえであり，

「正常」であるという考え方である．ここから広く問

題をもつ人びとに対する社会のあり方に適用され，

社会福祉の第2の機能となった．具体的には問題を

もつ人びとに対する価値体系の変革とともに彼らが

生活する地域社会の理解と受容である．前者は社会

教育，学校教育，マス・コミを通じた啓発活動によ

って広く問題をもつ人ぴとの現状を知らせ，理解さ

せることによって基本的な姿勢を変容させることで

ある．後者は地域社会に生活する問題をもつ個人を

家庭を孤立化させない活動である．そして，この両

者が相互に補完することによってノーマリゼーショ

ンは進展するのであるが、ソーシャル・ワーカーは

相談事業を行うとともに地域社会に働きかけ，ボラ

ンティア活動の指導援助する必要があるだろう．
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　このような社会福祉の現代社会における役割以前

に伝統的な収容保護の機能がある．それは古くから

いわれた代替機能である．義務教育が行われる前の

貧児教育，医療保障が成立する前の無料診療などが

代替機能であるといわれるが．これらはそれぞれ義

務教育・医療保障かできるとその役割を失って消滅

するので’ある．しかし収容保護の機能は社会福祉の

歴史のなかで最も早くから存在し、いまも大きな役

割を果している．それは家族の代替であるからであ

る．

　古くから社会福祉の対象は螺寡孤独といわれ．い

すれも家族を失った個人であt）　一その社会的保護を

意味している．社会福祉は家族の欠損に始まるとい

える．また個人の「主体的な社会参加」は家族を前

提としている．家族は夫婦と親子という軸を中心と

して構成するが．核家族では夫婦の結婚によって家

族が始まり，児童養育，児童の成人になることによ

る児童の独立、そしてはLめの夫婦の老齢化と死に

よって消滅する．この過程を個人の側からみればt

人間という種に属する個体として生まれ．社会参加

をする個人に成長し，結婚をすることによって新し

い個人を生み育て、そして老人となり死に至る．こ

の間家族を必ずしも必要としないのはいわゆる健康

で保護不要な老人だけであろう．彼らとて長い生活

のなかの家族か記憶にあり．また社会生活では友人

かあり．それなりの「主体的な杜会参加」があると

思う．

　家族は個人が「主体的な社会参tSrl　llをするための

不可欠なrill提であり，児童にとってはそのような個

人として育成する場てあり，また日々の成人の場合
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はそのような生活をするエネルギーの再生産の場で

ある．この家族を失った場合，古くは親戚や縁者の

援助が通常であ1），児童の場合はこれらの家族が代

って養育することが多かった．社会の近代化はすで

にふれたようにムラ社会から都市生活へ，家系的

家族から核家族へと変化させるのであり，この間に

多くの家庭が崩壊し．孤児や孤老を生産するので’あ

る．ここに篤志家や行政による救済活動が発生し，

その中心は孤児院や養老院であり．主体は篤志家や

自治体であった．ここに杜会福祉の代替機能が生ま

れるのである．

　社会福祉の歴史は児童福祉・老人福祉・障害者福

祉の順序に発展するという．児童には罪はないとい

う発想もあろうが．児童は成人のような自立ができ

ないから家庭に代るものが必要であるという発想か

より基本であると思う．社会の近代化にともなって

欠損家庭が増加し，保護を必要とする児童も増加す

る．ここに孤児院が設置されるのである．

　さきにのべた社会福祉の相談機能・ノーマリゼー

ションよりも．児童福祉は代替機能である収容機能

を前提として発展してきたといえる．その形態も養

護施設，保育施設へと展開し，家庭の代替から補完

へ，さらにすべての児童の健全育成へと発展し．家

族の養育能力の減退を補うというのが現実である．

　3．児童福祉施設の現状と問題点

　戦後いちはやく制定された児童福祉法は民主主義

の新憲法をふまえ児童の「すこやかに育つ権利1を

認め，その責任を保護者とともに国家がもつことを

のべている．また昭和25年には児童憲章を宣言し，



t この理念を高揚している．
　児童福祉法はこの理念を実現すべく，戦前にみら

れなかった総合的な組織的な児童福祉の規定をして

おt）　，これは欧米の先進国を参考にしてつくられた

ものであることは論をまたない．40年近くたったい

まこの理念にたってわが国の児童福祉の現状と児童

福祉法の検討を行うべき時期にあると思う．ここで

は本論の主題である施設を中心にのべてみたい．

　（D養護施設と里親制度

　児童相談所は要養護児童に対して、養護施設への

措置かあるいは里親委託を行うかの権限をもち，要

保育児童の措置は福祉事務所が権限をもっている．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぴ　　　の
児童相談所が児童福祉問題解決のかなめとしてその

ための判定指導を行い，これを行うに十分な能力を

もつ専門的な知識と技術をもつものがこれにあたる

ことになっている．

　明治期の岡山孤児院ではイギリスのパーナード孤

児院を参考にして、乳幼児や虚弱児は里親に委託し

ており、当時の岡山孤児院の紹介のなかでつぎのよ

っにのべている．

　従来孤児院にて養育に最も苦心せしは5，6歳の

児童にして然も体弱く発育不良の児童なりしが、石

井氏は更にバーナード式依託制度に法リ、（明治）38

年5月、5、6人の児童をして適当なる農家に託して

試みたるに．其の成績頗る良好なりしかば漸次其数

を増加し目下170名に及べi）　T依託の条件としては，

　L人情淳朴にして地勢高燥、水清くして衛生に適

　　切せる地方なること

　2．幼年男女を有せざる正直にして親切なる農家に

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と瑠性

　　託す

　3．里子の数は1戸1人に限る

　4．毎月養育料（目下金5円）を払う時，其体重を

　　量り，養育の良否を視察し，成績不良なる時は

　　之を他に託す

斯の如くして県下和気，赤磐西郡の農家を択んで里

子を依託す、

　明治44年岡山孤児院が日向に移転するとき，この

制度採用以来545人の里親委託を行っている．この

記述で興味をひくのは第4項で，毎月児童の体重を

はかり，これを目安にして養育の良否を判定すると

いう，青年時代医師を希望した石井らしいやり方で

あるが，これはさておき、問題は孤児院という収容

施設と里親制度の関係である．

　第二次大戦前は児童福祉については国の制度はほ

とLどなかったから育児施設の経営者がこのような

配慮をしなければならなかったが現在では児童相談

所がこの間にあって、養護施設への措置か里親への

依託かを決定するのである．このことはたしかに専

門的合理性をもつ発展であるといえるが，今一度こ

の養護施設と里親の分離を検討すべきであると思う．

論理的には児童相談所のケース・ワーカーが両者の

間にあってその状況をみて適切な処置を行うのであ

るが，養護施設と里親の連続性が考えられてもよい

のではなかろうか．

　大正・昭和初期の大阪博愛社は大阪北部の能勢や

奈良県生駒に里親村を開拓し、育児施設の博愛社と

里親村との間に相互の補完を行い、施設長である小

橋実之助や職員たちは里親たちと連絡をもち，児童
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の育成に努力したという．このような連続性をたち

きったのが現在の制度だと思う．措置の決定・変更

は児童相談所が行い．児童の養護に対する監督指導

の権限をもつことは必要であるが，同時に養護施設

と里親間の連続をすすめることも大切である．養護

施設も一日里親などの努力をしているところもある

が，里親制度の利用を考える必要があると思う．養

護施設と里親制度が二者択一でなく，必要に応じて

両者を利用できる柔軟性がほしい．

　②養護施設と保育所

　保育事業が施設養護と異なって，児童の家庭が存

在することを前提として「日々保育に欠ける」児童

の養育を担当するのであり，その家庭との距離を考

慮してその措置権は福祉事務所がもっているのであ

る．

　保育所は歴史的には，資本主義社会の発展ととも

に低廉な婦人労働をもとめる経営者は工場内保育所

を設けてその労働力を吸収したといわれる．またス

ラム地区の婦人たちの労働を可能にするための地域

保育所が同時に発達したという．わが国においては

明治末から大正・昭和初期にスラム地区に多くあら

われたのは前述のとおりである．

　石井十次は岡山孤児院を経営しているっちに，こ

の孤児院に入所する孤児たちの多くが大阪の南部ス

ラム出身であることに気がつき．ここに保育所と貧

児学校を創設する．これが愛染橋保育所と愛染橋夜

学校で，現在の石井記念愛染園の前身である．石井

は孤児院という施設が児童福祉の最後のとりでであ

ることを知っており，すでに母子家庭の保護にも関

心をもち，このための本業をも一部はじめていたが，
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これが保育所の設立に結びつくのである．貧困のた

めに母親が働かなければならない家庭の乳幼児を家

庭に代って保育することによって孤児院への入所を

防ごうと考えるのである．また大阪博愛社では育児

施設とともに保育所，母子寮，貧児学校などを併設

しており，収容保護と保育事業との有機的な連続性

をもっていた．

　このような養護施設と保育所との相互の補完こそ

現在最も要求されるのではないだろうか．すなわち．

戦後40年たち，保育所が石井十次や小橋実之助の時

代とことなり、婦人の就労権を保障する施設となり，

もはや単なる貧困母子対策ではなくなり，大量の保

育所が存在するようになった．また保育を必要とす

る保護者の多様化とともに、父子家庭，母子家庭の

増加、障害児保育など福祉本来の問題も増加してい

るのが現状である．

　一方養護施設の児童はこの40年間に大きな質的変

化をしてお1）、その大多数が家庭があり，少なくと

も保護者のある児童で，いわゆる孤児が少ないとい

うのか現状である．とすると保育所の児童と質的に

異ならないということができる．そしてこの両者の

機能にあてはまらないが，「保育に欠ける」児童が

あり，これに対して無認可保育所やベピー・ホテル

が存在するのである．

　養護施設と保育所が法によって別々の機能をもち

その措置権を別々の行政機関をもっておリ，両者は

別個の機能をもつかのように思われているところに

問題があるのである．老人福祉の老人ホームが一部

で行いつつあるように，養護施設や孤児院がショー

ト・ステイやデイ・ケア，ナイト・ケアなどの機能



をもち、保育所が時間延長や障害児保育をさらに行

い両者が地域における協働作業を行うならばtより

よい児童福祉が実現できるであろう．養護と保育が

二者択一ではなく，両者を併用し，相互補完として

利用することが今後の課題であろう．

　つぎに現代の養護施設の児童が保育所の保育児童

と同様に家庭をもつ児童が多いことは周知の事実で

あるが，これらの家庭の指導が両者の重要な役割で

ある．養護施設の場合は家庭そのものが問題をもつ

と考えられ，児童相談所の児童福祉司との協力を家

族のケースワークを行う必要があるだろう．また家

庭崩壊を幼児時期に体験し，そのために人格の発達

に問題をもつ児童が多く、この施設は問題児のため

の一種の治療施設，矯正施設化していることも聞く

のである．したがって、養護施設で’は施設収容とい

う事実を治療、教育にいかに利用すべきかを研究す

る必要がある．

　また最近の例では親そのものが未熟であって，児

童相談所における養護相談において．この親には養

育をまかせられないと感じられる両親があるという．

この親の生活歴に問題があると思われるが，先に」．

れた石井十次が岡山孤児院出身者の子がまたこの孤

児院に入所し，かく然とした石井はついに集団養護

から里親委員に切りかえようとしたことも参考にな

ると思う．現代ではここにのべてきた保育所への措

置変更や共用も考えられないだろうか．

　保育所への措置規準は母親の就労を中心とした家

庭の状況となっているが．この10年間では乳児保育

の要望か多くなり．児童の低年齢化がめだっている．

そして低年齢の児童ほど母親との接触を必要とする

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

にもかかわらず、母親の送り迎えが粗雑となってい

るという．児童の訴えがないからだという．家庭の

指導が必要であり．毎日親との接触をもつことがで

きる保育所職員の指導を期待する．ある保育所長は

児童の手をひいてきなさいといい．また買物をする

前に迎えにきなさいと指導している．

　さらに憂慮すべきことは，児童の絶対数の減少と

幼保一元化に対する自衛手段として本来母親のなす

べき養育の領域まで保育所か行い．母親たちはこれ

をよい保育所として評価していることである．これ

は母親と児童との間を保つという保育所本来の役割

を拒否しているのであり，深く自省を促したい．

　（3｝児童福祉と地域福祉

　かつてムラ社会において生産の一翼を荷いながら

も自由な遊びの空間をもっていた児童は社会の近代

化とともに都市生活を行うようになり，この自由な

遊びの空間を失っていった．ここに児童厚生施設が

生まれるのである．

　たしかに多くの核家族が狭い空間に住居し，整備

された道路には自動車をはじめ多くの交通機関が流

通する大都会には児童や老人のための集会所や公園
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が必要であろう、また障害者の自由を保障するため

の福祉環境づくりが各地で行われてきた．

　このような施設・機関によってかつてムラ社会に

あった児童育成の代替ができるであろうか．その根

底にある共同体の意識が欠除しているように思われ

る．もちろん，現代の都市社会に前近代のムラ社会

が再生できるわけはない．一方、子ども会とかボー

イ・スカウト，ガール・スカウトなど児童の生活に

人間のもつ共同生活の体験をあたえようとする運動

は展開されているが，さらに地域社会に根ざしたも

のが必要であると思う．

　私はいまようやくさかんになり出した地域づくり

のボランティア活動か新しい連帯感をもつ社会を形

成するエネルギーであると思う．養護施設などには

ボランティアが入っているケースが多い．それは施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶ　　　．　　　ぼ　　　　　　．　　　ロ

設の職員への援助以上に社会が施設に入るという意

味が重要である．地域の保育所では保育時間が始ま

ると門をしめて，児童の管理を容易にしているとこ

ろが多いのであるが，ボランティアの導入をさらに

考えてよいと思う．ここでは地域の中学生などのボ

ランティアが適当ではないだろうか．核家族化した

現代，中学生くらいの兄姉をもたず，また低年齢の

弟妹をもたない中学生たちにとってどちらも将来有

益な体験となるのではないかと思う．さらにこの二

関係は地域づくりに役立つとも思われる．児童の健

全育成にはこのような地域づくりが前提となると思

う．このような地域のボランティアによって児童厚

生施設が運営されるとき，よりよい効果が発揮でき

ると思う．

　地域内に居住する主婦，高齢者が「われわれ」の
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社会としての自覚をもち、また児童にもそのように

指導してボランティア活動に参加させるとき，より

よい杜会が生まれ、児童福祉も発展するだろう．

　むすび

　第二次大戦後，国の責任が強調され．社会福祉の

先駆的役割を果してきた児童福祉法を前提とこの事

業は養護施設・保育所・健全育成事業を分断してき

たように思われる．法制化はそのような本質をもつ

と思うが．その運用面で連続するものを考慮すべき

であるというのが本論の主張である．

　つぎに最近高齢化社会がさかんにいわれ，老人問

題が世論の中心となっているが，人口の高齢化は老

人問題だけでなく．これから成人となる児童問題も

同ヒく重要な課題である．これらの児童は社会の担

い手となる入びとである．老人問題は児童の健全な

成長いかんにかかわり、裏腹の関係にあると思う．

　とくに産業における主体となる児童の成長につい

て．企業はもっと関心をもつべきであろう．保育所

についていえぱ児童の母親たちは産業に参加してい

るのであり，母親たちに給料を支9、うだけという雇

用関係ではなく、広くつぎの労働者としての児童の

よい成長を考えるべきであろう．

　最後にいいたいのは、この論文のなかでたびたび

ふれてきた石井十次や小僑実之助あるいは留岡幸

助の精神が数多い全国の施設経営者のなかにどれだ

け生きているだろうかということである．従事者の

なかにはたしかにその気持ちを感じさせる人ぴとも

多くあるか、全体としての雰囲気に不安を感じるの

である．
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特集・子どもの幸せを考える

現代の家族と子どもの発達
母子相互作用の問題を中心に

み　　　　　　やけ　　　　　かす

三　　宅　　和

北海道大学教授

お

夫

　1．現代の家族は子育てにとって望ましい条件を備

　　えているか

　現代の家族の特徴としてよく核家族少子化という

ことが言われる．つまり父母と子ども1人か2人か

ら成る家族が圧倒的多数を占めるということなので

ある．このことは一体子どもの発達にどのような影

響を及ぽすのであろうか．この点を考えるためには

昔の家族と比較してみるとよいであろう．私などが

幼いころ大抵の家庭には両親と子どもの他に祖父母

とか叔父叔母など他の肉親が居たものである．さら

に子どもの数も5～6人は普通で，もっと多い家族

も少なくなかったのである．つまり現代とくらべる

と家族成員数が倍以上というのか一般であったよう

に思われる．ここで家族成員間の対人関係の種類を

二者関係について考えてみると，かりに父母子の3

人であれば3種（父一母、父一子，母一子），4人に

なれば6種（父一母，父一上の子，母一上の子，父

一下の子、母一下の子，上の子一下の子）、6人にな

れば15種というようになる．つまり人数が増えれば

多様な二者関係が存在することになる．もちろん家

族関係に二者関係のみではない．3人家族でも父一

母一子の3人いっしょにひとつのことをしているこ

ともあるから，対人関係は4種あることになる．4

人家族であれば，上述の6種の他に父一母一上の子、

父一母一下の子，父一母一上の子一下の子の4純が

加わって計10種となるのである．

　さて、なぜこんなことを記したかというと，まず

家族の中のあるひとりの子どもについて考えてみた

場合、その子どもの経験は，家族の成員数が少なけ

れば少ないほどバラエティーが少なくなり至極単調

なものになりはしないかということがあるからであ

る．単調であるからすべて悪いというわけではない．

父と母、父と子，母と子が接触しあう頻度が高くな

るといっことはおおいに考えうることである．そこ

からお互いの間に豊かな愛情と厚い信頼関係が育っ

ていくのであればそれはそれとして結構なことであ

ろう．しかし後に母子相互作用のことについて述べ

る際に改めてふれるつもりであるか，母と子が密着

しすぎることからさまざまな問題が生じるというこ

とも十分に考えられるのであり，実際よく母の子ば

なれ．子の母ばなれの問題をめぐって青年期になっ

ていろいろな困難が生じることも少なくないといわ

れている．さらに子どもが幼いころから家庭内にお

いて経験する対人関係の種類か少ないという点につ
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いても問題がある．もちろん父母と子どもr～2人

だけであるから，昔の子どものように母と祖母との

間のいざこざに代表されるようないやなことを見聞

きすることは少ないかもしれない．私事にわたって

申しわけないが私自身5人きょうだいの一番上であ

り，祖母や叔父たちのいる中で育ったのであるが，

たしかにいわゆる嫁姑の争いを見て、小さい胸を痛

めたことを今でもよく思い出せるのであり．私の人

間形成に影響があったことは確かであろう．ただそ

れがマイナスの影響であったのかというと，そうと

も言い切れない気がするのである．私はそうした経

験を通じて人の気持ちを尊重すること，がまんする

ことなどを身につけたようである．もっともそうい

う特性を好ましいとすべての人が思うわけではない

かもしれないが．さらに私は母が老いた祖母をいた

わる姿にも接したし，反対に母の出産の時に祖母が

一生懸命に家事をやってくれたことも思い出すので

ある．つまり多様な人間関係の展開する中で育った

ことによっていろいろな経験をし，それによってい

ろいろな社会的な技術を自然に学んでいったのでは

ないかと思うのである．もちろん現代の子どもにく

らべて早くからすれたのではないかと言われればそ

うかもしれない．しかし複雑な社会の中に出ていく

ための準備性というものができていったのではない

であろうか．このごろの子どもがとかくちょっとし

たことで挫折しやすい、きすつきやすいと言われる

のもこうした準備性を欠いているためとも思われる．

つぎに家族成貝か多いことのメリ・・’トのひとつは．

あるひとつの人間関係がうまくいかなくなったとし

ても．それを他の人との関係によって補うというこ
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とが考えられる．ある専門家から聞いた話であるが、

東南アジアのある地域では昔ながらの大家族（三世

代家族であるばかりでなく，結婚しそれぞれ世帯を

もったきょうだいが何組かいっしょに住んでいるよ

うな家族）で農耕に従事しているような例があるそ

うで、そのような家族やコミュニティーでは、われ

われの社会で今日問題になっているような，家庭内

暴力，非行，いじめあるいは子どもを虐待する二と

などが全く見られないというのである．その先生に

よるとそれは，かりにある子どもが母との関係がた

いへんにまずくなったとしても，そのことが子ども

と伯（叔｝母との関係，祖母との関係、かなリ年上の

姉や兄との関係によって補償されるからではないか

というのである．同じことは父と母つまり夫婦関係

についても言えるようでt夫婦の間が冷たくなって

も，抜きさしなちないところまでいく前によりが戻

ることが多いのは，それぞれの不満を他の成員たち

か受けとめてくれるので，次第に気持ちか落ちっく

からなのである．このことと対比させて考えると現

代の家族では、子どもと親にしても，夫と妻にして

もいったんうまくいかなくなると，その関係は悪化

の一途を辿ることになるということではないであろ

うか．つまリ今日の家庭はその成貝に対する治療的

機能を失ったとも言えそうである．したかってこと

が順調にいっているときはいかにも平和な安定した

グループと見えるが，それは非常にもろいグループ

であると言ってもよいであろう．若い母親の育児ノ

イローゼなどの原因もこうしたところにあるように

思われる．昔なら祖母や姉から適切なアドバイスや

はげましを受ける二とかでき，母親の不安が解消す



ることが多かったと思うのである．

　いまひとつ子どもの人数の少ないということにつ

いてであるか、このことはきょうだい同上であそ．；：，

けんかする．面倒を見たり見られたりするというよ

うな経験が少ないということを意味する．ここから

も人に対する思いやリ，がまん、そして必要なとき

に自己を主張することなどの特性か育っていかない

という問題か生まttてくると考えられる，だから小

中学生になってけんかをすると加減することなく相

手に危害を加えること．いじめることなどが起きる

のではないか．自分かきょうだい，そしてきょうだ

いを通して接触するいろいろな年齢のよその子ども

との交渉によって経験した、つらかった二と、苦し

かったこと，っれしかったことなどは．必ず後の社

会生活において必要な技術を身につけることにつな

かっていたのである、

　さて以上今日の家族のもつ特徴かその中で育つ子

どもにどのような影響を及ほしているかについて考

察したが、今度は母親に焦点をあててすこし述べて

みたい．先に母子が濃厚に接触し密着しすぎるとい

う問題にふれたのであるが．このことはf”どもの数

か少ないことからのみ生じるわけて．はない，今Ejの

家庭生活は家事の合理化か行きとどき主婦の家事労

働の負担は著しく軽減しているのが普通である．私

の’f’どものころ母は毎朝5時二ろ起き炊事・洗i荏・

買物・掃除・裁縫・育児と一日中休む間もなく動き

まわっていた．炊飯器・掃除機・洗濯機などのなか

ったこと，既製の衣料があまりなかったこと．ファ

ー ストフードなどもなかったことなどを考えれぱ主

婦の仕事がいかにたいへんてあったかは容易に理解

　　　　　　　　　　　　　　　±日．．惇乃児亀こf＋｝竹．

されよう，そのうえ子どもの数か多いということが

重なれば．面倒を見てやりたくてもとてもi・分なこ

とをしてやれないのか当たり前て．あり、私の記憶で

も母に．相手をしてもらって遊んだことなどは稀にし

かなかったし，遊びにつれていってもらったことも

年に1～2度く’らいではなかったかと思われる．そ

れでいて寂しいという思いをしたことはあまりなか

ったのは．多分きょうだいか何人もいたこと，近所

に．Fどもが多くいたことなどによるのではなかった

かと思う．これにくらべて今日の専業主婦である母

親は子どもに接する時間か十分過ぎるほどあるので

ある、よ（相手をしてやることができるということ

は決して悪いことではない．しかしとかく十渉や介

人が多過ぎたり，過保護になったりということか起

きやすいのである．また経済的にもゆとりかあるた

め物心両面において∫・どもか欲求不満を桂験するこ

とは非常に少ないのである．こうしたことが子ども

の能動性．独創性、探究心．自立心などの発達にと

って好ましくないということか容易｛こ想像されるで

あろう．また母か子どもと接することか多いことか
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ら．とかくささいなことが気になったりしてそれほ

ど心配しなくてもよいことを気にかけそれがかえっ

て子どもによくない影響を与えることもありうる．

最近アメリカのある心理学者が行った研究によると

外で毎日仕事をもって働いている母親のほうが，家

にいる母親よりも3歳の子どもに対して好意的な見

方をしそのような態度で接しているという．昼間子

どもから離れている母親が夕方子どもに接するとき

新鮮な気持ちでのふれ合いができ，昼間子どもがち

ゃんとしていたことを聞いていとおしく思うなどが

子どもに対する好意的態度の形成につながったのに

対し，一日中子どもとともにいる母親が，子どもが

するいたずら，自分の思うように動いてくれないこ

となどからネガティブな気持ちを抱くようになった

のではないかというのがこの研究をした人たちの解

釈である．わが国とは状況の違うところがあるとは

いえ検討を要する問題であると思うのである．

　つぎに母親の育児ノイローゼのことについては先

にちょっとふれたのであるが，適切な援助やアドバ

イスを与えて’くれる人が家庭内に存在しないという

ことの他にもこのことの原因となることはいくつか

考えられる．まず母親の生いたちを考えてみると．

今の若い母親自身がきょうだい数の非常に少ない家

庭で育ってきていることが多いのである．昔は下の

子のことを世話するのは上の子にとってはごく当た

り前のことであり，とりわけ女の子の場合はそうで

あった．母親が忙しいのであるから子守りをするの

が普通であったし，そうでなくても母親が赤ん坊の

世話をするのをみる機会は多かったはずである．あ

る看護関係の学校の先生かち聞いたのであるが、こ
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のごろの学生は実習で赤ちゃんを抱くのをとてもこ

わがるとのことである．おそらく彼女らにとってそ

うした経験ははじめての場合が多く，赤ん坊の体っ

き、泣き声，においなどすべて全く新奇なものなの

であろう．これでは母親になったとき育児不安が生

じる可能性が大きいのも当然であろう．さらに育児

に関する知識・情報はこうした経験の少なさと反比

例するかのごとく巷にあふれている．また妊娠中か

らいろいろな指導を受ける機会も多くなっている．

ところで知識・情報というものはそれが一般的な形

で流され受けとられることが多いのであるが．個別

化されて用いられるようにならないとかえって問題

を生じやすいといわれる．このことは育児のことに

関しても例外ではない．ほとんど乳幼児に接触する

機会のないままに母親となったとき．実際の体験と

は無関係に与えられる育児に関する情報にふりまわ

されることは十分に想像されるところである．私は

生後2～3ヵ月の赤ちゃんのことである母親から相

談を受けたことがあるが．育児書に記してあること

とくらべるとどうも自分の子どもの発達がおかしい

というのである．そこで，医師・心理学者などが実

際にその乳児について観察してみたところ特に問題

になるようなことはなにもなかったのである．この

母親は私たちが研究のため出産の前からかかわりを

もっていた人であったから、このように相談に来た

のであろうが，そうした心配事をもって行きど二ろ

のない母親たちが、不安を次第に高めていくことは

大いにありうることである．これからはこのような

母親が不安や悩みを気軽に訴えることのできるよう

な何らかの機関の必要性か高まってくるものと思わ



れる．もし本当に子どもに問題がある場合はもちろ

ん，そうでなくても母親のあやまった子どもに対す

る見方をできるだけ早期に取りのぞいてやることは

子どもの後の発達のために非常に大切なことである

と考えられるのである．

　以上に述べてきたように、今日の母親は一見恵ま

れた条件のもとにあるように見えて、実はむずか

しい状況下に置かれていると言えよう．昔の母親は

おそらく子どもをじっくりと見るような時間がなか

ったであろう．しかしそれがかえって子どもが真に

必要としているときにかかわってやるということに

つながり，子どもに強い印象を与えていたのではな

いかと思われる．それに比べて今日では子どもへの

かかわりが多すぎると言えないであろうか．子ども

の親ばなれとか自立ということが必要なことはだれ

しも認めるところであるが，今日問題になるのはむ

しろ親の子ぱなれということではないであろうか．

私が知っているある学生は．小さいころから一人っ

子として母からいろいろと世話をされ互いに離れが

たく結びつき，時々見苦しく感じるようになり，な

んとかしなくてはと反対を押しきって北海道大学を

選んだという．彼は母子関係の研究に興味をもって

私のところへ来たのであるが，その動機も自分と母

親との関係についていろいろと考えたいためであっ

たと述べている．こういう青少年は決して少なくな

いのではないであろうか．昔から日本では母子間の

情緒的つながりが非常に強いといわれ、母子相姦的

文化の国とも呼ばれることがある．けれども昔は子

どもの数も多かったから母の一人ひとりの子どもへ

の愛着の度合いは今日と比べれば子どもにひどい重

世界の児鼠と母性

荷を負わせるほどではなかったのではないかと思わ

れる．それでは今日の親たちはどうしていったらよ

いのであろうか．さきに外で働いている母親のほう

が．3歳の子どもを好意的に見ているというアメt）

カの研究を紹介したが，つけ加えるならば外で働い

ているというだけではなく，仕事に意義を見いだし，

生き甲斐を感じて働いている母親の場合に子どもに

対して好意的であったのであり，自分の欲求不満の

解消のためとか、お金がほしいというようなことで

働いている母親の場合はそうでなかったのである．

したがって，外で働くか、家にいるかということが

子どもとの関係をよくするかどうかにつながるとい

うように考えるのは必ずしも適当ではないようであ

る．問題は母自身が情緒的に安定し．毎日張リをも

って生き生きと暮しているかどうかが大切なのでは

ないであろうか．欲求不満のはけロが子どもへのか

かわりを強めたのでは，いくら書物などから育児の

知識や情報を得たとしてもそれはなんの役にも立た

ないばかりか．かえってマイナスにさえ作用すると

思うのである．このように考えてくると夫婦関係の

重要性ということが浮かびあがってくる．母子関係

を好ましいものにするためには，その前提として夫

婦関係，すなわち父母の関係が好ましいものである

といりことがなくてはならない．父と母との間に信

頼と愛情の関係があるならば．それほど育児につい

ての知識などなくても，母はもちろん父も子どもに

対して適切なかかわりを自然にするようになると考

えられるのである．そうしたことを忘れて小手先の

技術として母子関係，父子関係のことを学ほうとす

るのはまさに邪道であると思うのである．
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　2．母子相互作用と子ともの発達

　このごろ母子相互作用ということがよく言われる．

母子間に限らずどんな対人関係も相互的なものであ

る．夫婦関係は夫→妻、妻→夫という相互作用から

成り立っている．ところが乳幼児や児童とおとなで

ある親との関係となると，後者のほうが圧倒的に力

をもっており有能であり，保護する立場と保護され

る立場にあるということもあって，とかく母→子．

父→子というように一方向的な影響のみを考えがち

である．母親が子どもの面倒をみたり，しつけをし

たりするという役割を担っていることは当然である

し，それが母子関係において重要な部分を抵ってい

ることは事実であろう．しかしながら近年における

母子関係の研究は、子→母という方向の影響の重要

なことを示唆しているのである．例えば、生まれて

間もなくから非常にむずかりが多く，母が抱いてや

ってもあまり応答がなく，またなかなか母親と視線

を合わせるようにならなかった乳児をもった母親が，

やがて子どもを乱暴に扱い，育児を嫌悪するように

なったという報告があるが，これは乳児の行動特徴

が母親の養育態度を規定するようになることを示し

たものと言えよう．さてこのような場合母の子に対

する影響と子の母に対する影響という二つを別々に

考えるのは適当ではないであろう．母→子→母→…，

あるいは子→母→子→…というような時間を追って

展開する相互作用過程としてとらえるのが正しいの

ではないかと考えられる．このことを示したのが次

の図1である．つまり，t：の時点での母子の相互作

用の結果、t，における子はutは変化し，同様にt”

における母もuとは変化するということなのである．

　さて，ふたたび，さきの例とかかわってつぎのよ

うな場合を考えてみよう．子どもの最初期における

行動特徴がかりに同じであったとしても、もし母親

が子どもに対して異なった反応をしたらどうであろ

うか．つまり，子どもの扱いにくさを冷静に受けと

めて，細やかにかつ辛抱つよく子どもに接したとし

たならばt子どもに及ぽす影響に異なったものにな

ると思われるのである．先に例示したように，母が

子どもを嫌悪するようになれば、子どもの扱いにく

さはますますその度合を強めるものと想像されるの

に対し．この場合には、反対に子どもの初期におけ

る扱いにくさはしだいに目立たなくなっていくと考

えられるのである．つまり，同じように扱いにくい

子どもであっても，ある子は母から拒否されたり放

任されたりするのに，別の子は過保護に扱われ，さら

にまた別の子はきめ細かな適切な働きかけを受ける

　母
time　tt

母…
t”

・・…・・…・… 母

　　　　tn

といっ＿とになる．

　かりにここに多動な

子どもがいるとしよう．

このような子どもは神

経質な母親にとっては

扱いずらい存在である

が，気持ちにゆとりの
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1
あるゆったりとした母親にとってはさほど苦になら

ない存在となろう．そうであれば前者は母子の適合

がよくなく，後者は適合がよいということになる．

そして前者の母子関係は時間の経過とともに悪化し．

子どもに行動上の問題が生じる可能性が大きく．後

者においては，子どもの発達に問題が生じないので

はないか．子どもに生ずる行動上の問題の多くは．

子どもにもともとそのような原因があったというよ

り，母と子の相互作用の結果と考えた方がよい場合

が多い．もっとも発達のある時期，特に乳児期や幼

児初期における母子相互作用のよしあしだけで後の

子どもの発達について予測するのは適当ではない．

母子をめぐる環境が好転したり，母に対して適切な

援助が与えられることによってt母子の相互作用が

変化すれば，子どもに発達上の問題が生じない場合

も少なくないのである．もちろんそうした環境の変

化や介入が早い時期にあったほうが、子どもの発達

にとって好ましいことは当然で，おそくなればなる

ほど手を打つことは困難となる．早期における母子

に対する援助介入のための社会的体制を整えること

の必要性が近年次第に認識されるようになったのは

この点からみて望ましいことであり，それが実現さ

れる日が近いことを期待したいものである．

　子どもの発達の最初期の問題が，その後における

経験のあり方をかなりの程度規定するということ，

初期の母子相互作用が重視されなくてはならないこ

とを示すのが，つぎの図2に表わされている例であ

る．この図は妊娠中において妊婦が高い情緒不安を

もっているというところから始まっている．この妊

婦の妊娠に対する気持ちはかなりネガティブなもの

世界の児童と母性

で分娩への不安も高いと考えられ，そのことが医師

をして無痛分娩を選ぱせた要因のひとつになったと

思われる．さて出生後、子どもは最初からむずかる

ことが多く，また母親からの働きかけに対しても応

答的に反応しないという行動特徴を示すのである．

母親の方には周産期に心身両面の閤題が見られる．

扱いにくい子どもに直面して母親の不安は高まり，

そのことが子どもへの不適切なかかわり方へとつな

がっていき，子どもはさらにむずかしい行動傾向を

示すようになる．やがてこの母親は，子どもの問題

行動に対して責任を感じて罪悪感をいだくようにな

ったり，子どもをやっかいな存在と感じ敵意をもっ

て対応するようになる．こうして次第に子どもの情

緒障害が目立ってくるようになる過程をこの図は示

しているわけである．このようにこの母子相互作用

は悪循環的に進行していくわけであるから、子ども

の情緒障害を子どもの生来的な要因によるものとし

たり，分娩時の問題に帰したり，あるいは母親の不

情緒障害における個体と環境の相互作用
CSamerorf．　A．」．による｝
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安によって生じたとしたりするのは正しくないので

あり，これらの要因が相互にからみ合って進行する

ところから問題が生じてくるという見方をすべきで

ある．

　さて，いま一度さきの図を用いてすこし考えてみ

たい．

　私たちはかつて妊娠中より学童期に至るまでの長

期間にわたるフォローアップ研究を行ったことがあ

るが．その研究の対象となった母子の中に、この図

に示されたような相互連関と非常によく似た例があ

った．その例では子どもは乳児期から多動で，よく

泣くなど扱いにくい特徴を示し，母の方は神経質で

体力かあまりなかった．先に述べた母子の適合のよ

くない典型ともいえる．この母子は時間の経過とと

もにまさにこの図に示すごとき悪循環の様相を濃く

していったのである．ただこの例において母と子そ

れぞれの個人的な要因の他に無視することのできな

いいくつかの条件があったことを指摘しなくてはな

らない．そのひとつは住居の条件で，あまり経済的

に恵まれていなかったためいわゆる二軒長屋に当初

居住しており、夜中に子どもが大きな声で泣いたり

することをこの母親が必要以上に気をつかい，・f’ど

もを静めようとしたのである．また父親の勤務様態

が夜中働いて昼間家で休むというようなものであっ

たため，昼間fiどもが動きまわったりさわいだりす

ることを母親か抑制しすぎるという傾向も目立った

のである．もしこのような母子を包む条件が異なる

ものであったならば，この子の発達上の問題が生し

なかったということもト分に想定できるのである．

しかしまた同じ私たちの研究対象になった母f’で非
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常によく似た環境条件の中で初期からの相互作用が

展開したにもかかわらず，子どもがとても順調な発

達を示し，母子関係も非常に安定したものになって

いった例もある．この例では子どもは扱いやすい特

徴をもって生まれ、母も妊娠，分娩，育児にとても

ポジティブな態度を示していたのである．したがっ

て環境条件が悪いということが子どもの問題行動と

直接的につながるものではないと申すべきであろう．

また別の母子の例では、子どもがとても扱いにくい

特徴をもっていたという点では最初の例とよく似て

いた．また居住条件も決してよいとはいえずこの面

からもはじめの母子と共通であった．ところか，母

親はのんびり型の人で，情緒も安定しており，子ど

もの泣きやむずかり等を一向苦にしないで育児を楽

しんでいるようであった．この子どもは満1歳すぎ

ぐらいまではやや問題傾向が続いていたが次第にそ

れは消失していき，母子関係も安定したものとなっ

ていった．これは母と子の適合のよかった例であろ

う．

　いま一つだけ私たちの研究対象から取り上げてみ

る．この例では妊娠中から分娩に至るまで特に問題

はなく，子どもも初期において特別扱いにくいとい

うところもなかった．また居住条件は上の各例とく

らべるとよい方であった．ところが母親は子どもか

生まれて2～3ヵ月ごろから体の不調を訴え、育児

を負担と感じるようになった．医師にみてもらうと

特に体に問題はないということであリ，どうやら心

理的になにかストレスがあるのではと私たちは推定

し、母親と面接を重ねるうちに原因かメミつまり∫’ど

もの父親にあることが分かった．母親は父親がしば



しば実家に行って遅く帰宅すること，結婚前にあっ

た女性関係が完全に切れていないことなどについて

強い不安不満を抱いていたのである．このように夫

婦の関係が子どもに大きな影響を及ぼすことは，も

っと大きい子どもの場合によくあることであるがこ

の例において子どもはまだ乳児であるから直接に父

母の関係を認知するわけではない．しかし母親の情

緒不安定が子どもに影響を及ぼしたのか，この子の

行動上にも落ちつきのなさなどいくつかの問題がや

がて生じてきたのである．幸い後になって夫婦関係

が好転し，子どもも落ちつきを取りもどしたのであ

るが，このように父親の子どもへの間接的な影響と

いうことは無視できない問題と言わなくてはならな

い．つまり父親が母親をいかに支持するかというこ

とは子どものごく小さいときから発達にとうてとて

も大切なことなのである．

　以上いくつかの母子の相亙作用ならびにそれがど

のようなコンテクストの中で展開したかについて述

》ナ
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べてきたわけであるが，これらのことから分かるよ

うに母子相互作用と子どもの後の発達ということと

関係を理解するためにはいろいろな要因の相互のか

かわり合いを考慮に入れることなしにはできないこ

とで．単純な図式によっては説明できないものであ

るということが分かると思うのである、

　最近心理学・医学などの分野で母子相互作用の研

究がさかんになってきたのは，ある意味ではたいへ

んによいことであり，今後さらに精密な研究が出て

くることが期待される．しかしながら、これを実際

の母子関係や子どもの発達を考える際にどのように

適用していくかということはそう簡単なことではな

い．つまり初期の母子相互作用がどのようであると

後の発達がどうなるかということを的確に述べるた

めには，それにふさわしい形の研究が十分になされ

なくてはならないのである．単にある一時点での母

子相互作用がうまくいっているということだけから

は，とてもこうした長期的予測はできないことは先

述した通りである．しかし一般の母親たちは専門家

のそうした研究の結果だけを聞くと，自分自身と子

どもの相互作用について必要以上に気にしたリ、悩

んだりすることも十分に考えられるのである．先に

も述べたように母子相互作用を包むコンテクXト（家

族，近隣社会）のあり方がまず問題となるのであっ

て，それを忘れて母子相互作用の技術などと云々す

るのはおろかなことであると言わなくてはならない．

もちろん問題が子ども自身，母自身にある場合には，

できるだけ早期からそれに対する専門的援助体制が

　　．なくてはならない．これからの世の中においてはこ

うした配慮がますます必要になっていくであろう．
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母と子の絆を考える

たか　　　はし　　　　　えつ　　　じ　　　ろう

高橋　悦二郎
愛育会総合母子保健センター
保健指導部長

■母子相互作用

　日本で母子相互1乍用という言葉が一般的に使われ

出したのは1979年頃からである．親が子を愛し子は

親を慕うのは当然のことであり，母と子とお互に作

用しあって．母と子の絆が強く結ばれていくのは昔

から自然の事として．特に取リ立てて問題にされる

ような事ではなかった．ではなぜ最近母子相互作用

ということが強調されるようになったのであろうか．

　一つには親子関係がおかしくなって，親か子を虐

待する〔Battered　child　syndrome　l，母性喪失（Ma－

temal　deprivation｝，親の離婚，また子の｛則として

も非行、登校拒否，暴力（家庭内．校内）等々か増加

し、これらは人間閤係の原点である乳幼児期の母子

関係の歪みに由来すると考えられたからであろう．

また医学の進歩と共に胎児や新生児の行動や能力が，

以前考えられていたよりも優れたものであることが，

科学的にいろいろ証明されてきたために母子相互作

用の問題がクロー7ア・／．iプされてきたと思われる．

　生まれたての赤ちく・んがぎゃあぎゃあ泣くと．母

親はおなかかへったのか．おしめが汚れたのか，あ

るいは眠いのかなどいろいろ考えなから，お乳をあ

げたり．おむつをかえたり，抱きかかえたりする．

2s

それでも泣き続けるとt声をかけてあやしたり、ゆ

すったりする．赤ちゃんは言葉が話せないので泣い

て情報を提供するわけで、母親も感を働らかせてそ

れに対応する．そういう風にお互いに働きかけなが

ら母子の絆を深めてゆくのである．

●母乳哺育

　殊に母乳哺育は．赤ちゃんの栄養に最適であるし、

最初の頃は免疫物質をはじめ，ラクトフェリンやU

ソチームなども多く含んでいて感染防御に役立つし．

アレルギー予防にも効果があり、さらに母子相互作

用を自然に確たるものにしていく働きがある．

　すなわち母乳哺育を行うことにより，肌と肌との

ふれあいや（スキンシップ，触覚を介しての母丁相互

作用｝，目と目の見つめあい（視覚を通じての相互作

用）．母乳のにおいや味に対する反応〔噂覚や味覚を

介しての相互作用1．その他授乳時聴覚を介しての相

互作用等が母子関係を深めていくことが科学的に次

々と立証されて来た．心理学的にもこの母乳哺育に

よる母のぬくもりか子に愛を教え，母子の愛情がこ

まやかに結ばれ，それが人間愛へと広く発展して行

くと。とらえている．母親らしさというものもいろ

いろな機会に獲得されていくが、赤ちゃんが何のため

らいもなく母乳をごくんごくんと飲んでくれる時に、

一番強く「母親になった」という感じを持つ人が多い．

　それでは人工栄養では母親失格かというと，決し

てそういうことはないが，母乳栄養の方かより巧ま

ずして母と子のきずなが強く結ばれていくのである、

　母乳哺育の問題は古くて新しい問題ともいわれるが人

間関係の原点，親子のきずなを結ぷ最も大切な問題と

して考え母乳栄養で頑張る努力をして欲しいものである．
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赤ちゃんと

働くお母さん

　
、

お4 “
倉

関東中央病院精神科医師

祖清

　最近は働くお母さんがふえてきたという．あるい

は結婚後もそのまま職業についていて，子どもを産

むことになっても，いわゆる家庭に入ることはあえ

てしないという女性がふえているという．働かない

までも，さまざまの趣味なり，向学心の充足を求め

て，長時間ないし定期的に家庭を離れる主婦がふえ

ているといっ．このこと自体は望ましい傾向である

し．それ以前に人間として当然のことであるといえ

よう．

　しかし、このことと平行して．産まれてくる赤ち

ゃんの生活に変化が起こってきているのも事実であ

る．

　0歳児保育から始まって、ずっと学童保育まで，

子どもは直接お母さんの手による保育を受けるより

も，お母さん以外の人によって，集団でのそれを受

けることになっている．このことをめぐってさまざ

まな論議がなされているわけである．

　種々さまざまの要素が複雑にからんでくる事柄で

あるだけに，単純明解な結論はないものと思われる

が，ただ私どものような児童精神医学の臨床にたず

さわっている者からすれば、ひとつの感想はある．

　産まれたばかりの赤ちゃんや．幼い子どもは自分

世界の児童と母性

の気持ちや感じを言葉にして表わすことはできない

から．つい大人はなんでも自分の都合のいいように

解釈してしまいがちだろうが、しかし赤ちゃんにと

って，お母さんの存在は絶対であるはずである．そ

ういうお母さんとの関係に．生まれてまもなくから、

もう全幅の信頼をおかず，お母さんがそばにいても

いなくても、どちらでもいいです，お母さんに愛し

てもらおうと，お母さん以外の人のお世話になろう

と，特に変わりはありません，といわねばならない

ような状況におかれる．あるいはそういう状況に馴

れっこにならざるをえない　　　このことは人の心

の発達や成長，精神衛生を考える時、重要な意味を

もつものと思われる．人を信ずる，あるいは人を愛

するというのは、理屈をこえて言葉以前の問題であ

る．

　つまリ言葉が発達してくるよりも以前の段階にお

いて体験され、感じられ，体得されるものである．

この意味でごく幼い子どもにとって，まずお母さん

との間で満足のゆく関係をしっかりと体験すること

は，非常に大きな意義をもっているというべきであ

る．

　後年，さまざまの型でみられる精神的な問題の最

も基本的な源泉のひとつは．そんなところにあるの

ではないかと考えられるのである．

　産まれてきたばかりの世界が，赤ちゃんの眼には

どのように映るのかを考えるとともに，現代人にと

って，自分の子どもをある時期までは自ら育てると

いうことが，どんな意味をもち、どういう体験にな

るのかについて，改めてじっくりと考えてみたいと

思うのである．
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生体性のある子育て』

をすすめるために

つa　　　　　ら　　　　　まさ　　　　　こ

廿　　楽　　昌　　子
東京都児童相談センター

技術次長

　高齢化社会と，少子家庭が前提である．現代の家

庭および社会では．児童問題も，単にその時期だけ

を，無事に過せぱよいというのではなく，生涯の中

核となる時期としての，重要な役割をになっている．

昔から、「三つ子の魂百まで」というように．小児期

ことに，幼児期の経験や，人との関わりは，その後

の性格づくりや，生き方に大きく影響する．昨今，

自然が破壊され，子どもたちの活動する場かせばめ

られ，一方、時間的にも，子どもの自由に過せる「遊

び」の時間が制約され、また遊びの手技や方法の伝

承も．非常に心もとない状態となっている．時代の

移りかわりは、子どもたちの興味や関心のあり方を

かえ，生活の手段も一変している．子どもの健全な

姿を、昔ながちの素朴さや，手づくりのみに求め、

良いとするのは、占い時代に育った者の郷愁に過ぎ

なくなっているのかもLれない．新しい時代の、子

どもたちの「健全性」，「たくましい生命力」を培か

う方策は，これからの時代に自ら生まれ、確立して

行くものであるかもしれない．しかしtどんな時代

になり，いかなる文化的な発達がもたらされたとし

ても，人間もまた，進化を重ねて来た生物体の一種

頗であることは、永遠に変わらないことも事実であ

30

る．親が子どもを育てるという基本的な営みは、先

ずここから発することになる．今，子どもたちの周

辺に，いろいろな問題が起こり，その起因を考える

時．世間は直ちに．「家庭に問題かある」と批判し、

「親の育て方や、親のあり方の欠陥」を指摘する．

たしかに，育児にあたって、過保護、過度の干渉，

また放任，逃避など，無責任な育児態度は，子ども

の健全な発達をそこなうことが多い、どんな親であ

っても，初めから，わが子を良い子、健康で．対人

関係にトラブルのない子に育ってくれるのを，願わ

ない者はない．しかし，現実には、その関係が，思

うように行かす、親は，こんなはずはないと焦り，

混乱し，その結果，ますます、子どもの心が見えに

くくなる．子どもたちは，日々発達し，変容してい

る存在ではあるが．物質的に恵まれ，自ら努力しな

くても生きられる現代では、子どもが受身のまま，

極端にいえば，家ではテレビを見．学校や塾で与え

られた知識を憶えるだけでも，進級し，点数が取れ

れば，上級学校への進学もできる．その結果．日常

的な経験不足は，大なり小なり多くの子どもにあり．

年齢相応の成長をしていない子が増えている．親も

また，自身の発達の中で，意識的ではないにせよ，

自分本位の要求の充足を追って，「子どもを守る」

という，生物の親としての学習や実践を．怠ってい

る面も否定できない．金銭や物質や、メカや，ある

いは福祉に頼るだけでない、「主体性のある子育て」

を、若いうちから意識させるために、同胞の少ない

現代の子どもに，男女を問わず，家庭科とか，課外

活動の中で，乳幼児と遊び，自身のたどって来た発

達過程を学び直す機会を是非与えたい．
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専門化が進む中で

ふじ　　　　　　わら　　　　　　ふさ

藤　　原　　房

日本経済新聞社記者

子

　子育てが特別な知識のいる，難しいことと思われ

始めたのは，いつごろからだろうか．たぶん親たち

が育児に熱心になり，殊勝にもひとかどの勉強や読

書をして育てようとした時からではなかったろうか．

　若い両親が．新しく家族の仲間入りをした赤ちゃ

んと，自然な感じで生活を共にするという発想より

も．育児に「取り組む」といった身構えになって，

夫婦で赤ちゃんを観察したり，管理したt）するとい

うものものしい事態になった．そこからおかしいこ

とが次々と派生するような気がしてならない．

　いうまでもなく文明が進むにつれ，人間が生きる

うえでの営みは洗練され，複雑にもなった．家族内

で果たしてきた各種の仕事は，専門業者によって引

き出され，商業ペースで検討され．お次は値札をぶ

ら下げた商品一一物とサービスとして，逆に家庭へ

売リ込まれる．こんな現象が近年目立つが，子育て

も例外ではなく，商品化の範囲はひろがる一方だ．

　このような状況下で抱く危険な錯覚は，何事も専

門家にゆだねるのが最高で，素人は理解あるスポン

サー役を果たせば足りる，という考え方だ．しかし

人間ひと通り身につけることを，いつごろ、だれが，

どう与えたらいいのだろうか．素人の親がたとえへ

　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

たでも、自分なりの流儀で，子どもをみっちり仕込

むなどというのは，時には愚かで，野幕で，時代遅

れのことのように思われてしまう．

　専門家が、十分に検討・整備された体系にそって

教えてくれることは，むろん信頼できるし，不可欠

なことでもあるが，人間ひと通りのことはカパーし

切れない．どうしても脱け落ちるところがあり，そ

こがおろそかになっているのが現代の子どもたちの

不幸といってはいい過ぎだろうか．

　ひと通りのたしなみとは読み書きそろばんだけで

はない．むろん体育，美術，音楽，工作を加えても

なお足りない．そのほかに生活に参加して働くこと

や，いろいろな人と年齢相応につき合えることもな

くてはならない．障害者や老人をむろん含めて．さ

らに刃物をうまく使えるとか，身の回りの始末で年

とともに自立できているとか．あるいは何に怒り、

何に情熱を傾けるか，といった情感や意志の働きも

ある．それらは自然に身につくというとらえ方があ

るようだが，素人である親たちが意識せずに与えて

きたもので，その意識はすこぶる大きい．

　今の子どもたちは整備された学校教育や，各種の

トレーニング機関や，社会教育の機会に恵まれてい

るが，肝腎の親による基礎工事が手薄なまま放置さ

れている．原則として親が子どもを育てることは，

否応なく親の生活に望ましい形で参加させることが

出発点であり，子どもに特別の場を設けることでは

ない．かりにそれで問題があるとすれば，親自身の

育ち方にまでさかのぽらざるを得ないのかもしれな

いが，とりあえずそれに気づくことが大切だと思わ

れる．
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児童保護の法制の
整備を！

いし　　　　　　　　力遁、　　　　　　　λのる

石　　　川　　　稔

上智大学法学部教授

　現代の家族現象は複雑化しつつある．離婚の増加．

同棲の出現などは家族の紐帯を弱め，家族の疵護を

受けられない子どもを出現させた．離婚・別居の夫

婦の子は父母双方からの疵護を受けられないばか1）

か，離婚父母間で子の奪い合いや押し付け合いが演

じられるときは，子は離婚の被害者である．それで

も子の奪い合い紛争はまだしもである．父母双方が

子に対して愛情をもち，奪い合いをしているのだから．

子の押し付け合いになると，子は父母双方から望ま

れていないのであり、子の利益が害されることは甚

だしい．その場合には、父母の一方が不本意なから

親権者となるのであり、時には子は養護施設へあず

けられることになる．また，離婚の増加は再婚の増加

を生んだ．連れ子して再婚すると，そこには継親子関

係が生ずる．再婚の相手方は夫婦となることが主目

的であったのであって．継親になることを望んだので

はない．ただ，結婚が継親たることを付随させたので

ある．しかも，物心のついた子の親にある日突然なっ

たのである．昔から継子いヒめといわれる継・fの虐

待はこのようなところにも一因がある．そっいった旧

来型の児童虐待に加えて、親の自覚なくして子をもう

けた夫婦や未婚の母が虐待・放任する例もみられる．
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そうした望まれない子（unwanted　child）をいかに保

護すべきか、十分考えられねばならぬことである．

　わが国の児童法制は，上に述べた児童保護に適切

に対応できないでいる．民法親権法は離婚父母があ

い争い，子の保護者として機能しえない事態を十分

予想していない．だから、親権者・監護者の決定は

父母間の協議，すなわち話し合いで決めることを原

則としている．しかし、争っている父母か冷静に子

のためを思い話し合いができるわけがない．そこで

は、さまざまな駆引きや思惑がうず巻き，あるいは

力関係がものをいっているのである．だから，表面上

は話し合いによる子の親権者・監護権者の決定を再

審理（review〕しうる法制度を立法論的にあるいは法

解釈学的に整備することを必要としているのである．

　児童虐待・放任に対処する法制度もわが国では十

分でない．児童福祉法は，児童虐待・放任を発見し

やすい特定人、たとえば医師や教師などに通報の義

務を課していないために、発見が遅れがちである．

また児童虐待・放任が発見されて、児童を保護する

場合にも，親権者の同意なくして養護施設などへの

入所借置をとれないことを原則とし親権者の意思を

尊重している．家裁の措置承認審判があれば親権者

の同意を必要としないが，その措置承認審判が親権

の停止を伴うものかどうか不明確なためにあまり利

用されていないのが現状のようである．親として機

能しない者をなお親権者として尊重し、その結果子

の利益を侵害するという法制度は児童保護の法則と

しては不適切なものである．児童保護法則のあるぺ

き姿を早急に研究し、子の利益を中心とした児童保

護法制を整備することが，今日緊要の課題である．
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海外情報の提供が切望された背景

橿田　資生堂社会福祉事業財団は，1972年に発足以

来，児童福祉に焦点を合わせ，国内・海外の研修事

業，表彰，情報の収集および出版事業を行って来ま

した．その一環としてこの海外福祉情報誌“世界の

児童と母性”が発刊され，本号で20号を迎えました．

この機会にこれまでの経過を振り返リ，情報誌の今

後のあり方を展望したいと思います．

高城財団が発足した1970年代は，世界各国．特に

欧米先進国を中心としてドキュメンテーションとい

う，情報の収集・整理・伝達についての専門的な技

術開発が盛んに行われた時代でした．当時日本では．

児童関係については、公けには総理府の青少年対策

本部が青少年問題の文献を受け持ち，民間のレベル

では厚生省が支援して，日本総合愛育研究所で母子

保健を中心とするドキュメンテーション活動を行っ

てきました．

　当時、児童福祉全般について，特に居住型児童福

祉施設，あるいは相談機関における処遇等について

欧米の情報を得たいという現場Mljのニーズか大変高

かったのです．しかし．残念ながらそれを正確，か

つ迅速に、しかも解析的に提供しうる機関がなかっ

たわけです．

　資生堂財団は、その頃すでに児童福祉施設従事者

の海外研修を通し，あるいはこれと平行して海外の

情報を得ておりました、その中から．例えば処遇技

術あるいは治療業務等々に関する情報を一定のレベ

ルでオーソライズしていく，すなわち．専門家集団

によってそれを評価し，各施設あるいは関係機関に

伝達することによって，日本の処遇技術の向上に役

立たせてはと考えたのです．したがって，ドキュメ

ンテーションも，一方で情報をストックするデータ・

バンクを置き．さらにこの情報を分類、整理して必

要に応じてコピーサーピスをはかって行く，そのコ

ピーサーピスのややマクロ版として、情報誌を発行

してはどうかという機運が生じてきました．その時

のねらいとしては，ユーザーを児童福祉施設職員，

児童福祉関係機関および児童福祉関係の研究者とし，

内容は主に児童とそれにかかわる母性の福祉万般に
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